
平成 28年第４回野洲市議会臨時会提出案件 

 

１ 専決処分の承認 １件 

□議第 80 号 専決処分につき承認を求めることについて(野洲市一般廃棄物処理施設条

例の一部を改正する条例の一部を改正する条例) 

（新）野洲クリーンセンターの試運転期間をおおむね１か月延長し、その間、

（現）野洲クリーンセンターで引き続きごみの受入れを行うこととしたため、野洲市

一般廃棄物処理施設条例の一部を改正する条例の一部を改正する必要が生じたことか

ら、地方自治法第 179 条第 1 項の規定により専決処分したものを、同条第 3 項の規定

により報告し、承認を求める。 

①概要 

・付則第 1 項（施行期日） 「平成 28 年 10 月１日」→「公布の日から起算して６

月を超えない範囲内において規則で定める日」 

②施行日 平成 28年 9月 29日 

 

２ 補正予算 １件 

□議第 81号 平成 28年度野洲市一般会計補正予算(第 3号) 

債務負担行為の補正 

・滋賀県土地開発公社に委託して実施する工業団地造成事業を追加 

（期間：平成 28 年度から平成 30 年度、限度額：21 億円及びその借入に係る利子相

当額） 

・滋賀県土地開発公社工業団地造成事業借入金債務保証を追加 

（期間：平成 28 年度から平成 30 年度、限度額：借入金額のうち償還してもなお債

務がある場合、21億円及びその借入期間中の利子相当額の合計額の範囲内の額） 

 

３ 人事案件 ４件 

□議第 82号 野洲市教育委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

下記の者を野洲市教育委員会委員に任命したいから、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第 4条第 2項の規定により議会の同意を求める。 

記 

氏  名 住    所 生 年 月 日 

   

   ※任期  平成 28年 11月 18日から平成 32年 11月 17日まで 



  

 

 

□議第 83号 野洲市公平委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

下記の者を野洲市公平委員会委員に選任したいから、地方公務員法第 9 条の 2 第 2

項の規定により議会の同意を求める。 

記 

氏  名 住    所 生 年 月 日 

   

   ※任期  平成 28年 11月 18日から平成 32年 11月 17日まで 

 

□議第 84 号 野洲市固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めるこ

とについて 

下記の者を野洲市固定資産評価審査委員会委員に選任したいから、地方税法第 423

条第 3項の規定により議会の同意を求める。 

記 

氏  名 住    所 生 年 月 日 

   

   

   

   ※任期  平成 28年 11月 18日から平成 31年 11月 17日まで 

 

□議第 85号 野洲市監査委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

下記の者を野洲市監査委員に選任したいから、地方自治法第 196 条第 1 項の規定に

より議会の同意を求める。 

記 

 氏  名 住    所 生 年 月 日 

議会 

選出 
  昭和 年 月 日 

 


